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白鳥児童館白鳥児童館
翠鳥園 2-9-101　☎・FAX  072-957-4900
㈪～㈯ 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
●小学生と保護者同伴の乳幼児対象　●駐車場なし

5 月の予定

13 日㈬ 10:30 ～ 11:00 絵本のへや（絵本・紙芝居など）

13 日㈬ 15:00 ～ 16:00 将棋であそぼう　■■対対■■象象  きき小学生

16 日㈯ 14:00 ～ 15:00 グラウンドゴルフで遊ぼう
■■持持■■物物  きき水筒、帽子　※雨天中止

18 日㈪ 10:30 ～ 11:30 わくわく子育て広場「どろんこ遊びをしよう」
■■持持■■物物  きき着替え、タオル　※雨天中止

20 日㈬ 15:00 ～ 16:00 みんなで遊ぼう水曜日 「鬼ごっこをしよう」
■■持持■■物物  きき水筒、帽子　※雨天中止

25 日㈪ 10:30 ～ 11:00 絵本のへや（絵本・紙芝居など）

23 日㈯ 
　① 10:00 ～ 11:30
　② 14:00 ～ 15:30

ハンドメイド教室（おやつ作り）「カップケーキ」
■■対対■■象象  きき1 ～ 6 年生　■■￥￥  きき100 円（当日持参）
■■定定■■員員  きき①②各 10 人（先着順）
■■申申■■込込  きき電話にて5月9日㈯9:00～
　　 （市民に限る）
■■持持■■物物  ききエプロン、三角巾、水筒、マスク

白鳥児童館
ウェブサイト▶ 青少年児童センター青少年児童センター

向野 3-1-33　☎ 072-952-0032　FAX  072-937-8580
●一般開放（体育館・運動広場・学習室）
　㈪～㈯ 13:00 ～ 17:00  ※㈰㈷除く

5 月の予定（教室の申込は電話・窓口で受付）

子ども広場「将棋教室」 ～初めての人・やってみたい人は気軽にご参加ください～
■■とと■■きき 9 日㈯・16 日㈯・30 日㈯ 15:00 ～ 16:30対対
■■対対■■象象  きき小学生（市内在住）　※開催日変更の場合あり

おもしろ教室「カラフルコースター」
～２枚のフェルトを組み合わせてコースターを作りましょう～
■■とと■ ■ きききき 23 日㈯ 10:00 ～ 11:30
■■対対■■象象  きき3 歳以上の幼児と小学生（市内在住・1 年生まで保護者同伴）
■■定定■■員員  きき先着 15 人　■■持持■■物物 筆記用具・たちばさみ ・定規
■■￥￥  きき200 円　■■申申■■込込 5月1日㈮ 9:30 から電話受付

子育てセミナー「親子体操」～親子で楽しくスキンシップ～
■■とと■■きき 16 日㈯ 10:30 ～ 11:30
■■場場■■所所  きき体育館　■■対対■■象象  きき就学前の子どもと保護者（市内在住）　
■■内内■■容容  ききマット・ボール運動・トランポリンなど　
■■持持■■物物  きき体育館シューズ（参加者全員）　■■￥￥  きき一家族 100 円
■■申申■■込込  きき当日、直接お越しください

青少年児童センター
　　ウェブサイト▶
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